
「低入札防止対策」照査フロー

最終報告④
成果品の最終照査及び検収

提出：様式６

照査計画等の打合せ

現地調査・ヒアリング等

設計条件の整理

中間報告①
設計条件の照査

提出：様式５

主要図面作成

その他成果品作成

契 約

提出：様式１、２

照査計画作成
契約日翌日以降１５日以内

提出：様式４－１、４－２

第三者技術者の報告
契約日翌日以降１５日以内

提出：様式３－１、３－２

現地調査及びアスベスト

調査等の実施状況の確認

中間照査 ③

中間照査 ①

中間照査 ②

最終照査 ④

中間報告②
現地調査及びアスベスト調査

等報告照査

提出：様式５

中間報告③
主要図面照査

提出：様式５

成果品納品

照査計画等の打合せ

現地調査・ヒアリング等

設計条件の整理

中間報告①
設計条件の照査

提出：様式５

契 約

提出：様式１、２

照査計画作成
契約日翌日以降１５日以内

提出：様式４－１、４－２

第三者技術者の報告
契約日翌日以降１５日以内

提出：様式３－１、３－２

中間照査 ①

主要図面作成

中間照査 ②

中間報告②
主要図面照査

提出：様式５

改修等工事の場合 新築等工事の場合

各法令手続確認

構造計算書等関係書類の

細部内容確認

中間照査 ③

中間報告③
計画通知等照査

提出：様式５

その他成果品作成

最終照査 ④

最終報告④
成果品の最終照査及び検収

提出：様式６

成果品納品

改修、改造、解体

等の工事で、既存

建築物等の現地

調査を伴うものや

アスベスト調査等

を伴うもの

新築・増築・改築

等の工事で、建築

基準法、都市計

画法、消防法等

の法手続を伴うも

のや構造計算又

は評価手続が必

要なもの

福岡県建築都市部建築設計等業務に係る低入札防止対策試行要領（建築系）より

中間照査：業務の途中段階において第三者技術者による照査を行うこと（要領３（１）エ）

中間報告：業務の途中段階における照査結果を第三者技術者立会いの下、県担当者へ報告すること（要領３（１）オ）

最終照査：業務完了に伴い第三者技術者による照査を行うこと（要領３（１）カ）

最終報告：業務完了に伴う照査結果を第三者技術者立会いの下、県担当者へ報告すること（要領３（１）キ）


